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 １．組織の概要 

ｌ）事業所名及び代表者名  

株式会社 タカヤマ      代表取締役   髙山 伸和 

２）所在地  

本社：東京都葛飾区白鳥 4丁目 2番地 3号 

三郷工場：埼玉県三郷市新和 3丁目 377番地 

３）環境保全関係の責任者及び担当者連絡先 

環境管理責任者   営業 唐沢 雄一郎 

連絡先   電話 03－3603－0831 

ＦＡＸ 03－3603－0837 

電子メール info＠takayamaweb.co.jp 

http://www. takayamaweb.co.jp/ 

４）事業の内容   

ネジ部品・切削部品・プレス部品等の製造，販売 

５）事業の規模 

 

事業規模 単位 2019年 2020年 2021年 2022年 

売上高 百万円 738 621 749 945 

従業貴数 人 30 30 27 26 

床面積(本社) m2 712 712 712 712 

床面積（工場） m2 590 590 590 590 

 

２．対象範囲（認証・登録範囲）、レポートの対象期間及び発行日 

１）対象範囲は「１．２）所在地及び４）事業の内容」欄に記載。 

２）レポートの対象期間及び発行日は表紙に記載。 

 



３．実施体制  

 

　

　

改訂日　： 2023/6/28

代表者

EA２１事務局

唐沢　雄一郎

環境管理責任者

環境経営システム実施体制図

経営者 高山　伸和

齋藤　壽
他１4人

加藤　弘
他8人

本社 三郷工場

唐沢　雄一郎他2名

１．環境管理責任者の任命
２．環境方針の制定
３．環境経営システムの実施および管理に必要な資源の準備
４．環境経営システムの定期的見直しの実施
５．社内情報の外部公開可否決定

環境方針の理解と環境への取組の重要性を自覚し、決められたことを
守り、自主的・積極的に環境改善に取り組む

部門責任者

環境管理責任者

役割、責任及び権限表

対象者 役割、責任・権限

代表者

全従業員

１．環境管理責任者の任務である環境経営システムの確立、実施、維持、
    継続改善を実施する際の推進機関を務める
２．環境活動の実績を収集し、環境管理責任者に報告する

EA21事務局

１．環境経営システムの方針、実施計画を自部門で実施、維持、継続的改善する　　

１．環境経営システムの確立、実施、維持、継続的改善
２．社長への環境経営システムの実施状況報告
３．推進機関であるＥＡ２１ＥＭＳの事務局の責任者として事務局運営
４．それぞれの業務・役割に応じ、必要な教育訓練を適切に計画・実施する
５．環境関連法規の遵守確認

 
 

 



 

４．環 境 経 営 方 針 

【 基本理念 】 

株式会社 タカヤマ は、戦前より創業し、ネジ及びネジ関連加工部品の製作･販売等ネジの総

合関連企業として、日本の産業を底辺より支えて参りました。環境に対する危惧が世界中で叫ば

れている昨今、当社に於いても地球温暖化防止等に貢献する為、環境関連法規等を遵守し、社員

一人一人が自覚を持って環境に対する取組を実行していきます。 

 

【 環境経営の行動指針 】 

当社は、企業理念を踏まえ、既存の現況に満足せずに、常に新しい顧客・新しい商材を探し求

め、事業の業績の向上に努めております。環境経営への取組みに当たっては、環環境関連法規等

を遵守し、環境負荷を削減するための省資源・省エネルギーの活動や環境配慮製品の販促の継続

的な改善に努めております。環境への取り組みに当たっては、以下の基本的方向に基づき全従業

員参画による活動を展開しております。 

 

【環境への取組の基本的方向 】 

① 電力使用量及び車両等の化石燃料使用量を抑制し、ＣＯ２排出の低減に努める。 

② リサイクルを推進することにより廃棄物の削減を図る。 

③ 水の使用量の削減に努める。 

④ グリーン購入を推進する。 

⑤ 環境配慮製品の製作･提供に努める。 

 

この環境方針は社員全員に周知し、広く環境コミュニケーションに積極的に取り組みます。 

 

2010年 9月 2日制定 

2017年 1月 1日改定 

2019年 05月 17日改定 

                              株式会社 タカヤマ 

代表取締役 髙山 伸和 



５．環境経営目標とその実績 

　
作成：
記録：

基準値
（2009年度実績補正） 実績 評価 2023 2024

電力使用量 基準値に対し 1 ％削減 基準値に対し 2 ％削減 基準値に対し 3 ％削減

電力使用量の削減 334,949 0.474
kWh／年 kWh／年

油種別使用量 基準値に対し 27 ％削減 基準値に対し 28 ％削減 基準値に対し 29 ％削減

灯油 <L／年> 2.492
1 2,423 L／年

化石燃料使用量の削減 ガソリン使用量 基準に対し 6 ％削減 基準に対し 7 ％削減 基準に対し 8 ％削減

ガソリン<L／年> 2.322
7,225 L／年

181,578 122,754
kg-CO2／年以下 kg-CO2／年

一般廃棄物排出量 基準値に対し 12 ％削減 基準値に対し 13 ％削減 基準値に対し 14 ％削減

一般廃棄物排出量の削減 16,753
2 kg／年 kg／年

産業廃棄物排出量 2011年の実績に対し 13 ％削減 2011年の実績に対し 14 ％削減 2011年の実績に対し 15 ％削減

産業廃棄物排出量の削減 4000
kg／年(2011年度) kg／年

水道使用量 基準値に対し 13 ％削減 基準値に対し 14 ％削減 基準値に対し 15 ％削減

3 396
㎥／年 m3／年

エコ商品購入率
(RoHS適合品)

4 57
％ ％

エコ商品販売率
(RoHS適合品)

5 32
％ ％

　 　 　
（注）購入電力の排出係数については、平成28年度の東京電力ｴﾅｼﾞｰﾊﾟｰﾄﾅｰ㈱の二酸化炭素排出係数：0.474(kg-CO2/kWh)を用いた。

　　2019年度2020年度2021年度と続けて電力使用量未達成を鑑み、電力使用量の基準値を2021年度の3割増しと5割増しに設定し直した。

エコ商品販売率 エコ商品販売率

51 52
％以上 ％以上

67
〇

エコ商品購入率 エコ商品購入率

68 69
％以上 ％以上

274
〇 341 337

㎥／年以下 ㎥／年以下

4003
× 3,440 3,400

kg／年以下 kg／年以下

14,408
kg／年以下 kg／年以下

L／年以下 L／年以下

〇
175,538 173,722

kg-CO2／年以下 kg-CO2／年以下

〇 6,719 6,647

〇 14,575

1,720
L／年以下 L／年以下

年度

236,292
〇 328,250 324,901

kWh／年以下 kWh／年以下

年度

202
〇 1,745

＜エコ商品販売額／総販売額＞　 ％以上

承　認 作　成

高山 唐沢

2022年度 年　度　目　標

エコ商品販売率

　　　　　環境配慮商品・サービスの提供 50
52

〇

グリーン購入の推進
＜エコ商品購入額／総購入額＞

エコ商品購入率

67
％以上

kg／年以下

水使用量の削減
＜水道使用量：㎥＞

345
㎥／年以下

廃棄物排出量の
削減

14,743
kg／年以下

3,480

L／年以下

計（kg-CO2）
177,354

kg-CO2／年以下

L／年以下

6,792
4,414

9,957

2022年度　全社 環 境 目 標 実 績 表

2022年 3月1日
2023年  2月 28日

二酸化炭素排出
量の削減

331,600
kWh／年以下

1,769

Ｎｏ 環境方針項目
ＣＯ2

換算係数 目標



６．環境経営計画 

グリーン購入
の推進

①環境配慮事務用品
等の購入

②環境配慮車両の購
入

唐沢 菊池

①環境配慮事務用品等の購入
・環境に配慮したｸﾞﾘｰﾝ商品を積極的に購入している
②環境配慮車両の購入
・社用車について、軽自動車、ハイブリッド車や低燃費車、低排出ガス認定車等の低公害車への切り換えに取り組んでいる

環境配慮製品・技術・サービス
の提供

①環境配慮製品の提
供

②環境配慮技術の確
立

③環境配慮サービス
の提供

唐沢 佐藤

①環境配慮製品の提供
・客先に環境対応製品についての特性を説明して、販促をすすめている
・在庫ｽﾍﾟｰｽを区分けして、環境配慮製品と非環境配慮製品が混在しないようにしている

②環境配慮技術の確立
  ⇒該当しません
　
③環境配慮サービスの提供
　⇒該当しません

水使用量の削減

①水使用量の削減

②漏水管理の徹底

唐沢
木村

齋藤

①水使用量の削減
・手洗い時、洗い物においては、日常的に節水を励行している
・蛇口に節水こま（適量の水を流す機能を持つこま）を設置している
・トイレは音姫を設置し、節水を励行している
・洗濯も極力まとめて行っている

②漏水管理の徹底
・水道配管からの漏水を定期的に点検している

廃棄物排出量の
削減

1)一般廃棄物排 出量

①紙類使用量の削減

②分別の徹底

唐沢 和田

①紙類使用量の削減
・会議用資料や事務手続書類の簡素化に取り組んでいる
・社内LAN、データベース等の利用による文書の電子化に取り組んでいる
・打合せや会議の資料等については、テレビ会議システムや大型ディスプレイの利用により、ペーパーレス化に取り組んでいる
・印刷物を作成する場合は、その部数が必要最小限の量となるように考慮し、残部が出ないように配慮している
・コピー用紙、コンピューター用紙、伝票、事務用箋、印刷物、パンフレット、トイレットペーパー、名刺等の紙について、再生紙または未利用繊維への転換を図っている
・使用済み用紙、ポスター、カレンダー等の裏紙が活用できる紙は可能な限り利用するよう工夫している

②分別の徹底
・紙、金属缶、ガラスびん、プラスチック、電池等について、分別を徹底している

2)産業廃棄物

①産業廃棄物の排出
抑制

②産業廃棄物の再使
用・再利用

③産業廃棄物の適正
処理

唐沢 木村

①産業廃棄物の排出抑制
・納品の際の梱包、包装資材等の削減に取り組んでいる
・簡易包装の推進、多重包装の見直し等を推進している
・製品等の輸送の際には、繰り返し利用できるパレットや通い箱を利用している

②産業廃棄物の再使用・再利用
・コピー機、プリンターのトナーカートリッジの回収ルートを確立し、リサイクルを図っている
・梱包用段ボール、梱包資材の再利用に取り組んでいる

③産業廃棄物の適正処理
・廃棄物管理票（マニフェスト）をもとに廃棄物の適正な処理を行っている

二酸化炭素排出
量の削減

1）電力使用量の
削減

①照明管理の徹底
②空調管理の徹底
③事務機器管理の徹
底

唐沢
木村
齋藤

①適正照度の維持、不要時のこまめな消灯、点灯・消灯時間の管理及び白熱灯から高効率照明器具への変更
②空調設定温度の緩和（夏25℃、冬21℃）、定期的なフィルターの掃除及びこまめな運転、停止の実施
③パソコン・コピー機等のOA機器の省エネ、コピー機、エネルギー効率の高いパソコン、プリンター等のOA機器の導入

環　境　経　営　計　画　書（2023年度：2023年3月～2024年2月）

承　認 作　成

環境経
営目標項目

取組項目 責任者 担当者 取組内容

 



７．環境経営計画の取組結果とその評価、次年度の取組内容

承　認 作　成

 　作成年月日： 2023年5月24日

結　　果　　・　評　　価

①休憩時の消灯

②エアコンの温度設定

③省エネﾀｲﾌﾟの電化製品を使う

<三郷工場>

④工程集約による生産性の向上

＜共通＞

①無駄な使用を避ける

②距離ごとに車種を選定した

＜油種別＞

③省エネ運転の実行

④タイヤの空気圧を適正に保つ

①分別の徹底

②廃棄物のリサイクル推進

③社内LAN利用による文章の電子化

①水使用量の節約

②洗濯はまとめて行う

③音姫の使用

①再生紙等の積極購入

②充電式乾電池の使用

③リサイクルトナーの使用

①データ収集・組込・テスト

②環境配慮商品の売り込み強化

③専用保管ｽﾍﾟｰｽの確保と保管

5
環境配慮商品・サービスの提供
＜エコ商品販売額／総販売額＞

〇目標50％.に対して　実績52％とクリア出来
た。 〇①②③の継続し、得意先に環境配慮

商品のアピールを進めていく

〇①②③の取組を維持する。
〇実態合わせて、目標値の変更を検
討する。

4
グリーン購入の推進

＜エコ商品購入額／総購入額＞

〇個人の意識が高まり、目標値をクリア出来
た。

〇①～③を継続する。
〇継続して、グリーン商品を積極的に
購入する。

3
水使用量の削減

＜水道使用量：㎥＞

〇目標値をｸﾘｱ出来た。 〇①②③の取組を継続する。

1
二酸化炭素排出
量の削減

電力使用量の削減

〇電気使用量については、目標値を適切に変
更したため、本社、三郷工場ともに目標達成で
きた。

〇①②③④の取組を継続する。
〇全社的にエアコン、サーキュレーター
の通常使用量を把握して実現.可能な
目標設定が必要

化石燃料使用量の削減

〇目標値をｸﾘｱ出来た。 〇①②③④の取組を継続する。

2
廃棄物排出量の

削減
廃棄物排出量の削減

〇三郷工場の稼働率向上により、廃油が増加
したため未達となった。

2022年度
3月～2月

環境活動計画の取組結果とその評価、次年度の取組内容 
高山 唐沢

Ｎｏ 環境方針・環境目標項目 具体的活動内容
取　　　組

次年度の内容

 



８．環境関連法規等の遵守状況の確認及び評価の結果並びに違反、訴訟等の有無 

当社に関係する環境関連法規等は下記の通りですが、下記のように遵守状況を2020年5月18日に確認した結果、

違反はありませんでした。また、関連機関からの指摘、環境関連の訴訟も過去３年間ありませんでした。

区分 法規等名称 遵守事項 
遵守状況 

チェック日 結果 

廃棄物 

廃棄物の処理及び清掃に関

する法律（産業廃棄物の適

正処理） 

・再資源化による廃棄物排出量

の 

削減 

・保管場所の囲い・表示板の設

置 

・委託契約締結、定期的確認 

・マニフェストの交付、管理 

2023年6月28日 

 

 

 

適合 

廃棄物の処理及び清掃に関

する法律（一般廃棄物の処

理） 

・一般廃棄物の分別収集、排出 2023年6月28日 

 

適合 

葛飾区廃棄物の処理及びリ

サイクルに関する条例 

・保管場所の設置及び種類等の

表示 

・保管場所の管理 

2023年6月28日 

 

適合 

水質汚濁 

 

浄化槽法 
・浄化槽の保守点検及び清掃、

水質検査を業者に委託して実施

する。 

記録は３年間保管する。  

2023年6月28日 

 

適合 

大気汚染防止 フロン排出抑制法 

・法規制に則って廃棄の際は、

回収業者にフロン類を引き渡

す。 

2023年6月28日 

 

適合 

資源循環 

特定家庭用機器再商品化法 
・使用済家電品のリサイクル処

分 

2023年6月28日 

 

適合 

使用済自動車の再資源化等

に関する法律 
・使用済車両のリサイクル処分 

 

適合 

消防 三郷市火災予防条例 

・切削油、潤滑油及び洗浄液は、

条例で定める技術上の基準に従

って貯蔵及び取り扱う。 

2023年6月28日 

 

適合 

グリーン購入 
国等による環境物品等の調

達の推進等に関する法律 
・エコ商品選択購入 2023年6月28日 

 

適合 

その他の 

要求事項 

EUの指令 

電気電子機器 

製品の有害物質使用制限指

令 

RoHS規制 

・使用禁止の６有害物質含有製

品を 

納入しないように管理する 

2023年6月28日 

 

適合 



９．代表者による全体評価と見直しの結果 

見直し実施日 （　■定期見直し　□臨時見直し　）

見直し対象期間

出　席　者

【環境経営システムが有効に機能しているか】（①、③、④、⑤等を踏まえて評価）

【環境経営への取組が適切に実施されているか】（②等を踏まえて評価）

【環境経営方針】 変更の必要性　：　□有　　■無　

【環境経営目標及び環境経営計画】

【環境経営システム等】

【総　　括】　(環境経営レポートに転記)

前回の見直し
記録より指示
への取組結果

※前回の指示事項は本社と三郷工場の電気使用量に関しての指示でした。
本社と三郷工場の電気使用量については、双方ともに目標値を見直し、適切な目標値に変更したので目標達成した。
引き続き目標達成できるよう務めるが、三郷工場については今後も新規設備入替を予定しており、必要があれば目標
値の見直しを行い適切に対処する。

2023年7月10日

2022年3月　１日　～　2023年2月28日

　代表者、環境管理責任者、部門責任者

見直しに必要
な情報

①環境関連法規の遵守状況(環境関連法規等取りまとめ表兼遵守確認評価表による)
②環境経営目標の達成状況及び環境経営画の実施状況、その評価結果(環境経営計画兼実績書による）

③適用範囲、実施体制
④問題点の是正処置及び予防処置の結果（是正／予防処置報告書による）
⑤外部からの環境に関する苦情等の受付結果(外部コミュニケーション記録による)
⑥その他（法規制の動向や取引先からの「グリーン調達」の情報等）

目標・活動計画実施状況の評価（達成の場合：目標設定方法や取組方法の問題
点、次年度の方向性　　未達の場合：原因の明確化、次年度の目標や対応策）

二酸化炭素排出量
　　　　　　の削減 〇 〇 継続して監視することを指示

廃棄物排出量の削減
× 〇 目標値と実態がかけ離れているため、新たな目標値策定が必要

水使用量の削減
〇 〇 継続して監視することを指示

環境配慮型製品・ｻｰﾋﾞ
ｽへの取組み 〇 〇

前期目標を達成したので、継続して達成することを指示
（達成率5２%)

代表者による
見直し

変更の必要性
の有無・変更に
必要な具体的

指示事項

現行を継続する

変更の必要性　：　■有　　□無　
目標未達となった廃棄物排出量の削減については、目標値の再検討を行い、目標達成が実現性のあるも
のとすること。
⇒受注増に伴う三郷工場の設備稼働時間増加による廃油の増加

【実施体制】 変更の必要性　：　□有　　■無　

代表者による
評価

経営的観点

今回は本社と工場の電気使用量を分析した結果、
本社における①コロナウイルス対策の継続、②検査室設置による検査設備増加
三郷工場における①新規設備入替による使用電力量の増加、②受注増による設備稼働時間の増加、③コロナウイルス
対策の継続
などの影響を勘案し、新たに最適な新規数値目標の策定した結果、本社、三郷工場ともに目標を達成した。
また、受注増により三郷工場の設備稼働時間が増加したため、切削油の交換頻度が増え廃油が増加したので目標が未
達となった。今期三郷工場の実態を分析、検証し、新規数値目標変更の策定を検討する。

目標項目
目標達
成状況

経営計画
実施状況

現在の体制を維持する。

変更の必要性　：　□有　　■無　
状況に応じて必要があれば、システムの見直しを考慮する。

今後の課題、三郷工場の廃油増加に伴う廃棄物排出量の削減における目標数値の適正化

 


